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足立区男女共同参画推進委員会会議概要 

会 議 名 令和６年度 第３回 足立区男女共同参画推進委員会 

事 務 局 地域のちから推進部多様性社会推進課 

開催年月日 令和６年８月２６日（月） 

 午後２時０２分 ～ 午後４時０３分 

開 催 場 所 Ｌ．ソフィア ３階 第２学習室 

出 席 者 

【委員】 

石阪 督規 委員長 内藤 忍 副委員長 ぬかが 和子委員 

水野 あゆみ委員 杉本 ゆう 委員 國府田 豊 委員 

片野 和惠 委員 齋藤 ゆきえ 委員 市川 慎次郎委員 

遠藤 美代子委員 佐藤 英二 委員 田口 麻美 委員 

   

【事務局】 

依田 地域ちから推進部長 小木曽 多様性社会推進課長 

木野瀬 事業調整担当係長 岡 男女共同参画推進係長 

柏村 男女共同参画推進課主査  

【傍聴者】２名 

会 議 次 第 １ 開会挨拶 

２ 前回（７／２９開催）委員会のふりかえり 

３ 足立区男女共同参画社会推進条例について 

４ 施策⑪「困難を抱える世帯等が安心して生活できる環境づくり」に

ついて 

５ 令和６年度 足立区男女参画プラザ委託講座評価について 

６ 事務連絡 
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資 料 
・資 料１：令和６年度第２回男女共同参画推進委員会（７/２９）の要 

      点 

・資 料２：足立区男女共同参画社会推進条例見直しのポイント 

・資 料３：令和６年度足立区男女共同参画推進委員会 中間提言 

・資 料４：第８次足立区男女共同参画行動計画「施策⑪困難を抱える 

      世帯等が安心して生活できる環境づくり」 

・資 料５：ヒアリング候補団体概要 

・参考資料：足立区男女共同参画社会推進条例 

      多様性社会推進課所管各講座チラシ 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（小木曽課長） 

 皆さん、こんにちは。 

 定刻になりましたので、令和６年度第３

回足立区男女共同参画推進委員会を開催い

たします。 

 本日はご多用のところ、またお暑い中ご

出席いただきまして、ありがとうございま

す。 

 足立区男女共同参画推進委員会規則第４

条に基づき、本委員会は総委員の半数以上

の出席がなければ会議を開くことができな

いとなっております。ただいま10名という

ことで委員会が成立しておりますことをご

報告させていただきます。 

 今回、オンラインということで、初めて

させていただくということで、先ほどハウ

リングなんかも起こって、いろいろ不手際

なところも出てくるかもしれませんが、ご

了承いただきたいと思っております。 

 今回、推進委員会の規則を改正いたしま

して、國府田委員が今オンラインで参加し

ていただいておりますが、こういった形で

の会議の開催ができるようにさせていただ

きました。 

 オンライン参加になっています國府田委

員におかれましては、事前にオンライン参

加のお知らせということで、諸々注意事項

等をお知らせさせていただきましたので、

その点ご留意いただければと思います。 

 基本的には、常時カメラのほうはオンに

していただいて、発言のとき以外はマイク

をミュートにしていただければと思ってお

ります。 

 発言の際にはアイコンの挙手をしていた

だければ、私のタブレットのほうでそちら

を確認して、ご指名させていただければと

思っております。 

 本日の出席委員の数ですが、11名という

ことで訂正させていただきます。 

 続きまして、会議の公開についてですけ

れども、同じく推進委員会の規則第５条に

より当委員会は公開することになっており

ます。 

 あわせて会議録の作成が必要となってお

りますので、委員の皆様のご発言につきま

しては、後ほどご発言内容を確認いただい

た上で、ホームページなどに公開させてい

ただきたいと思います。 

 また、議事録作成のときにはマイクを通

して録音させていただいておりますので、

恐れ入りますが、発言前にお名前をおっし

ゃっていただけると助かります。 

 また、本日傍聴人の方もお見えになって

おりますので、ご承知おきください。 

 早速ですが、次第に沿って進めてまいり

たいと思います。 

 まず、開会の挨拶として石阪委員長にお

願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

（石阪委員長） 

 皆さん、こんにちは。 

 前回、皆さんには足立区の男女共同参画

社会推進条例、こちらについてご議論いた

だきました。前回、ちょっと個人的な都合

で欠席させてもらいましたけれども、皆さ

んからいただいたご意見については議事録

等を拝見させていただいて、様々なご意見

があったということを踏まえて、今日また

引き続き皆様からいろいろご意見をいただ

きたいと思っています。 

 足立区の条例ですけれども、男女共同参

画の条例、成立してからかなりたっている

ということもあります。私も改めてこの条

例を見たところですが、かなり文言として
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もこの言葉を入れたほうがいいとか、こう

いう形で表現を変えたほうがいいんじゃな

いかというところもございます。 

 この委員会自体で条例を議論するという

ことはしません。行政のほうであくまでそ

れは議論するんですが、ただこちらとして

要望を、ここはこうしたほうがいいのでは

ないか、こういう意見を導入したほうがい

いのではないかということについては、こ

ちらの委員会で出していただいて構わない

ということですし、むしろそれが目的でも

ありますので、今日はぜひ皆さんいろいろ

とご意見をいただければと思います。 

 また、それ以外にも幾つか議題がござい

ますので、皆さん今日も進行、ご意見、発

言についてご協力をお願いします。 

 今日、初めてのオンラインでの開催とい

うこともありますので、今後こういった会

議、なるべく多くの方に参加していただく

ということもありますので、こういったオ

ンライン会議を続けていければと思います。 

 それでは、私のほうからの挨拶は以上と

させていただきます。 

 事務局のほうにお返しします。 

（小木曽課長） 

 ありがとうございました。 

 資料のほうの確認をさせていただきます。 

 まず、次第です。 

 それから、資料１としまして、前回第２

回男女共同参画推進委員会の要点というの

をまとめたものになります。 

 次に、資料２、足立区男女共同参画社会

推進条例の見直し検討案です。 

 次に、資料３、令和６年度足立区男女共

同参画推進委員会からの中間提言というも

のでまとめさせていただいております。 

 続きまして、資料４、第８次足立区男女

共同参画行動計画のうち、施策⑪の該当ペ

ージをコピーしたものになります。 

 最後に、資料５です。ヒアリング候補団

体ということで、前回から話がありました、

ちょっとお呼びしてお話を聞きたい団体の

候補としての概要をまとめたものになりま

す。 

 また、参考資料として、推進条例、多様

性推進課の所管がやっております講座のチ

ラシが４枚ございます。 

 以上になります。 

 資料の不足等はございませんでしょうか。 

 

２ 前回（７／２９開催）委員会のふりか

えり 

（小木曽課長） 

 それでは、次第に沿って進めさせていた

だきます。 

 まず、前回のふりかえりということにな

ります。 

 資料１のほうにつけさせていただきまし

たけれども、前回、条例のことで皆さんの

ほうにご議論いただきました。 

 ポイントは３つということでまとめさせ

ていただいております。 

 まず、「性の多様性」、そちらの尊重に

関する部分の文言等を条例に盛り込んだほ

うがいいということで、皆さんのご賛同を

いただきました。 

 次に、条例名ですけれども、男女をその

ままというところには違和感があるという

ご意見もありましたが、これまでの区の歴

史的な経緯でそういった条例がつくられ、

発展してきたこと。また、条例改正の実現

可能性といったところのことを踏まえると

条例名はそのままが望ましいのではないか

という意見でございました。 

 最後に、性の多様性のことを盛り込むこ

とはいいことではあるけれども、これを機



5 

にそれ以外の部分でも、時代に即して見直

したほうがいい部分があれば見直していっ

たほうがいいんじゃないかというところで、

大きなポイントとして３つ、前回ご議論い

ただきました。 

 それを踏まえまして、また引き続き石阪

委員長に進行をお願いして、本日の進行を

お願いいたしたいと思います。 

 

３ 足立区男女共同参画社会推進条例につ

いて 

（石阪委員長） 

 それでは、ここからは次第に沿って進め

てまいりたいと思います。 

 前回のふりかえりが終わりましたので、

３番です。足立区男女共同参画社会推進条

例について、になります。 

 先ほど、課長からも説明がありましたけ

れども、前回、皆さんからいただいたご意

見をまとめさせていただきました。要点と

いう形で、資料１にまとめていただきまし

たけれども、まず「性の多様性の尊重」、

これについて条例の中に記載する、これは

皆さん合意されたというふうに伺っていま

すので、まずとにかくこの文言や内容につ

いて、条例の中に謳うということ。こちら

については区長のほうに改めて提言したい

と思います。 

 それから、条例名の変更はなし。よくあ

るのは、ほかでは「性の多様性条例」とか、

あるいは「男女共同参画・性の多様性条例」

のような形にするというような考えもある

んですけれども、前回の議論としては条例

名はこの「男女共同参画社会推進条例」こ

の名称を引き継ぐ。こちらについては条例

名の変更はなしということもご同意いただ

きました。 

 最後に、３番目として平成15年に施行以

来大きな改正はないと。条例としてはほと

んど見直しがない中で、これがずっと続い

てきたということもありますので、時代に

即さない部分があるというご指摘を皆さん

からいただきましたので、これはもちろん

性の多様性について、プラスアルファとし

て入ってくるわけですけれども、これまで

ある内容についても見直すべきだというご

意見がありましたので、この点については

私のほうから改めて区長のほうに提言を申

し上げたいと思います。 

 それでは、資料２のほうに移りますが、

こちらは前回のご議論を中心にまとめてい

ただいたものです。 

 資料２をまず横を見ていただくと、該当

の項目、前文、第１条、第２条、こういっ

た条例のどの部分か。 

 それから、真ん中のところは委員会で出

た意見、それから一番右が委員会での意見

を踏まえた方向性（案）ということで、こ

れは私もこの部分はこうしたほうがいいと

いう意見も含めて、事務局のほうにちょっ

とまとめていただいたものもあります。こ

れをちょっと見ながら、前回の議論を改め

て確認させていただきたいと思います。 

 まず、一番左端のほうに１と書いてある

ところですが、これは先ほど申し上げたよ

うに条例名の変更はしません。足立区男女

共同参画社会推進条例、これはこのままで

いくと。皆さんからいただいたご意見も矛

盾を感じるというご意見もありましたが、

条例名は変えなくてもいいという意見もあ

ったということです。これは変えないでい

こうということになります。 

 条例名を変えるとなると、これはかなり

ドラスティックに変わるということにはな

るんですが、どうなんでしょうか、これに

ついては。 
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（杉本委員） 

 前回の議論での認識は、違和感を言った

人の中の一人ではあるんですけれども、条

例改正、中身はこのままで、今現在ある条

例の改正でいこうというのはその点に関し

てはみんな同意しているんですけれども、

その中身の改正も今の内容で構わないと思

うんですが、ちょうど法律の専門家の國府

田委員もいらっしゃいますので、多分これ

はこの条例の改正という形で条例名の一部

修正はできるはずなので、それ自身が、こ

れ１個全部を没にして全部つくり直すとい

う意味ではなくて、このままで修正ができ

るはずで、それは我々議会の仕事ではある

んですけれども、特にうちの会派の問題も

ちょっとあるかもしれないですけれども、

そこは多分議会内で話合いをして、やはり

この前、いろいろお話があったように、男

女という言葉についても違和感というとこ

ろが、前回、皆さん一定の人数の方が示さ

れていたところがあると思いますので、内

容を今の、それこそジェンダー平等という

内容を入れていくのであればどうなんだと

いうところは、ごめんなさい、僕の中では

前回みんなで決を採ったという認識ではな

かったんですけれども。 

（石阪委員長） 

 両論で出てきた。 

（内藤副委員長） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 今の１つ、國府田さんにもちょっと伺い

たいんですが、例えば条例をこのように変

えるといった場合は、普通はお手元にある

参考資料があると思うんですが、こちらが

今現在の条例ということになりますけれど

も、一番最後に大体これは付則としてこの

条例は何月何日にこのように改定されまし

たみたいな形で加えれば、一応この条例名

を変えずにそのまま後ろに加えることで変

更することはできると思うんですけれども、

これ例えば条例名が変わるという場合もそ

れでいけるんでしょうか。 

 法律とか条例ってそうですよね。条例そ

のものが名前が変わってしまうとなると、

その後ろの付則のところの変更だけでいけ

るのかどうか。 

（國府田委員） 

 条例名そのものが変わるときもあります

が、条例名そのものが変わるときに、後ろ

にそれだけつけているかどうかはちょっと

調べてみないと分からないですが、大体新

旧の、例えば対照表みたいな形で、後ろに

ばんと載せて、そこで条例名もそこで一緒

に変えているという例はあるかなと思いま

す。 

（石阪委員長） 

 恐らく我々がよく見るのは新旧対照表が

あって、右左というふうに分けて、名称も

変わりますということになると、恐らくこ

れは議会でも議論することになった場合は、

新しいものにこういうふうに変わっていき

ますと、逐次変わっていくと。 

 だから、今の条例が大きく変わるという

ことを逆に見せるときはそれでいいんです

けれども、逆にこの条例の趣旨や考え方を

継承しながら新しいものを加えていくとい

うことでは今回なくなってしまうので、こ

れはかなり大きいです。どっちを取るかで、

足立区としてどっちに向かうのかというの

は。 

 これはほかの自治体を見ても大幅に変え

てしまうところもありますし、現在の男女

の中に新たに「性の多様性」を加えるとい

うところもあるんですが、これは内藤さん

に聞いたほうがいいかな、前回、特に両論
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出て、どちらがという感じではあまりなか

ったんですか。 

（内藤副委員長） 

 そうですね。両方の意見が、多様な意見

が出て、結論は出さなかったと思います。 

 今の点ですけれども、これは多分行政的

な話なので、事務局に聞いたほうがいいで

すよね、課長ですか、部長。 

（小木曽課長） 

 こちらに関して、皆さんのご議論をいた

だいた上で、委員会からの意見を踏まえて

決めさせていただけたらと。 

（内藤副委員長） 

 そういう意味ではなくて、行政的に可能

かどうか。 

（依田部長） 

 条例名を変更できるかどうか、というご

質問ですよね。 

（杉本委員） 

 題名の改正という方法があるんですよね、

法律上は。 

（依田部長） 

 条例名を変えるのはたしかできたと記憶

しているんですけど、一部修正ができたと

は記憶しています。ただ、委員の皆様のご

意見の中で変えないで中身だけ変えればい

いんじゃないのという意見があったという

ことで報告は聞いています。ただ、条例名

を変えられないということではないと思っ

ています。 

（石阪委員長） 

 手続上、できなくはないという。恐らく

今のはそういうご発言だったと思うんです

が、そうなったときにどうするかなんです

けれども。 

（内藤副委員長） 

 前回、議論したところなんですけれども、

恐らくこれは名前というより内容に関わる

部分、内容を反映したものであるべきだと

思うので、ちょっとまとめていただきまし

たけれども、内容を振り返りつつ、委員長

もいなかったことですし、それの後に戻っ

てきたらどうでしょうか。 

（石阪委員長） 

 基本的に私はどちらかというとこの条例

そのものを変えるというよりは条例の趣旨

をそのまま残したまま加えていくというの

が現実的だと思っていますけれども、今の

足立区の状況を見た場合。ちょっと見てい

きましょう。中身をかなり変えていくんだ

と。 

 ちょっと、２を見てみます。これは前文

のところですけれども、一番左を見ると、

「性別による固定的な役割分担意識」や

「性別等による不当な差別的扱い」の解消

というものをやはり記載すべきだと。これ

はこういう意見が出たということですので、

あえてこの解消というところまでかなり踏

み込んで、書くべきではないかということ

です。 

 それから、３番目について、これは「男

女のいずれか一方に対し」という表現が、

「男女のいずれか一方」という表現がどう

なのかということですけれども、こちらは

ほかの男女の条例なんかを見ると、やはり

積極的改善措置、ポジティブ・アクション

ですね。男女格差が生じている部分、これ

はいまだに残っているだろうと。そちらに

ついてはきちんとした措置を取るべきだと

いうための規定なので、これを取ってしま

うと、そもそも男女共同参画の条例として

の意味合いがかなり薄れていくのではない

かということもあります。こういう意見も

あるので、こちらについては改正しないと

いう、しなくてもいいのではないかという

ことで、改正しないという、これは男女の
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不平等を是正するという、こういう趣旨が

入ってなければいけない。 

 それから、ちょっとめくっていただきま

して、４番目、これは第２条第３項以降に、

これは新たに記載するものです。これは

様々な用語についてですけれども、例えば

「性的指向」、「ジェンダーアイデンティ

ティ」、「性別等」、「ハラスメント」、

「パートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓制度」これは足立区の制度ですけれども、

こういったものはやはり足立区のＰＲポイ

ントでもあり、かつ言葉として分かりにく

いものも含めてきちんと解説する必要があ

るだろうということです。 

 こちらについてはまた恐らく今後いろい

ろ、この言葉を入れたほうがいいというも

のは入ってくると思います。 

 それから、第８条第２項、何人も、配偶

者等への暴力、児童虐待その他あらゆる暴

力的行為をしてはならない。 

 こちらに「ハラスメント」の記載がない

ということでしたので、これは確かに今は

「ハラスメント」という言葉を使います、

どこでも。これはやはり時代に即して入れ

ていくべきだろうということです。 

 そして、13条、これも新たに追記するこ

ととしては、やはり足立区の「パートナー

シップ・ファミリーシップの宣誓制度」、

この記載がありませんので、13条のところ

に新たに追記をする必要があるだろうと。 

 そして、14条の第３項のところ、これは

区と契約を希望する事業者に対しとありま

すけれども、これは区内事業者全体に広げ

てもよいのではないかということですので、

区と契約を希望する事業者に限定しないと

いうことです。これも修正ポイントです。 

 それから、14条の４項、これもご意見を

いただいたところですけれども、「起業を

目指す女性に対し」これも女性に限る必要

はないのではないかというご意見がありま

したので、確かに「性別等にかかわらず、

起業に関する必要な支援を求めるすべての

人に対して」、ちょっと言い方としてはか

なり長くなりますけれども、女性だけでは

ないですよと。いろいろな性別の方に対し

に置き換えてはどうかということです。 

 それから、今度は手続的なことではあり

ますけれども、委員の任期は２年として再

任を妨げない。ここまではいいんですが、

補欠委員の場合、つまり事情があって委員

を代わられるケース。その残任期間につい

ては本来その方の任期が終わったらその方

の任期は切れるべきだと思うんですけれど

も、これを見る限り、任期は２期を限りと

する、その後も延長可能というような文言

になっているので、やはりこれは「再任は

２期を限りとする」以降はいらないんじゃ

ないか。 

 つまり本来であれば補欠委員になった補

欠の期間が切れたところでその方はもう終

わりというのが普通だろうということです。 

 それから、全体として「女性も男性も」、

「男女」という表現がありますけれども、

「性別男女も二元化しており、性の多様性

を反映してない」ということになっていま

す。ですので、男女平等、男女共同参画、

積極的改善措置、審議会等における女性委

員比率に関する記載を除いて、「性別等に

かかわらず」とか「すべての人」、これは

もういろいろなところで置き換わっていま

すので、こういった文言の修正はしていく

必要があるだろうというところまで、皆さ

んからいただいたご意見や私の意見も少し

入っていますけれども、変えたほうがいい

のではないかというところまできました。 

 冒頭でも申し上げたとおり、この委員と
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しては区長に対して、こういった形でぜひ

検討してほしいというようなところまでは

提言することが可能です。ぜひ皆さん、こ

れ以外も、今日は条例がお手元に資料とし

てあると思います。ここはちょっととか、

ここはこういう表現がいいのではないかと

いうことも含めてご意見をいただければと

思います。 

 私からは以上ですけれども、いかがでし

ょうか。皆さん、ご意見追加。 

 内藤さん、どうですか。 

（内藤副委員長） 

 内藤です。皆さんが考えている間に、３

点なんですけれども、１点は「ハラスメン

ト」の、項目でいうと５、８条２項のとこ

ろということで、現状は８条は差別的取扱

いの禁止、並行して条文を見ていただきた

いんですけれども、差別的取扱いの禁止が

扱われている条文の中の２項として挙げて

いただいています。 

 現行条例では「ハラスメント」の記載が

ないということで、「ハラスメント」とい

う文言が使われていないというのは確かに

そうなのですが、全く取扱いがないわけで

はなくて、第８条３項が何人も、他人を不

快にさせる性的な言動をし、ということで、

ここでセクシュアルハラスメントの禁止を

書いているということです。 

 ですから、２項のほうとの関連で今回セ

クシュアルハラスメントに限らないハラス

メントということで提案していただいてい

るんですけれども、３項とも絡めた形で書

いていただくということでいいのかなと。 

 方向性としては、とてもいいと思うんで

すけれども、現在、女性関連、性別関連で

もセクシュアルハラスメントだけではなく

て、性別に関するとか、これから今入れる

ところの「性的指向」とか「性自認」、

「ジェンダーアイデンティティ」、それに

関わるハラスメントというのはたくさん起

きていて、国でもパワーハラスメントの中

で属性に関するハラスメントの取扱いをす

る、規制をしていくという方向ですので、

この書きぶりはいいと思いますけれども、

ここでは書きぶりを考えるところではない

ですけれども、３項に既にセクシュアルハ

ラスメントがあるので、そこと絡めてどう

書くのかというところをお願いしたいとい

うところです。 

 というところとあともう一つが、表の８

項目、14条４項の起業を目指す女性に対し

てということで、片野さんに言っていただ

いた部分なんですけれども、恐らく最初に

条例を起草したときの14条４項の趣旨とい

うのは、起業を目指す女性に対しての支援

というのが放っておくと、なかなかうまく

支援が足りていかないという意味でのポジ

ティブ・アクションという趣旨で恐らく今

前段の積極的改善措置、２条２項的な意味

合いで入れたということが大きいのかなと

いうふうに思います。 

 女性に限る必要は実際になく、「性別等

にかかわらず」でいいと思いますけれども、

そういった当初の、「すべての人」にとい

うことになると、なかなか手薄な層が出て

きてしまうということを理解して、いろい

ろな属性の人にきちんとそういった支援が

行き届いているのかということを忘れない

ように、多分これは規定というよりは政策

的な面だと思うんですけれども、そういう

ことを留意する必要があるのかなと思いま

した。 

 あともう１点は、ちょっとここに書いて

ないことで、前回私が司会だったので、時

間的に言いそびれてしまったんですけれど

も、今回、あまり大きな修正はしないとい
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うことなんですが、この男女の関係の条例

でやはり改正しましたというふうに、今回

足立区は改正しましたとなるときに、当然

こちらではファミリーシップを既にやって

いるので、これが条例化されたということ

は１つのニュースにはなると思います。 

 ただ、それ以上のニュースというとあれ

ですけど、新たなところがないので、入れ

たことはもちろん画期的なんですけれども、

制度として大きく変わったところがないと

いうことになると、あまり追随するような

形、それはそれで十分重要なことなんです

けれども、やはり足立区としてもうちょっ

とやっていきたいという面があってもいい

のかなと思ってみると、今、国や各自治体

の条例で足りてないところというと、私は

複合差別だと思うんですね。 

 国連の障害者権利条約の中で、障がい女

性に対して規定があるわけです。障がいの

ある女子ということで、第６条「障害のあ

る女子が複合的な差別を受けていることを

認識するものとし、この点に関し、障害の

ある女子が全ての人権及び基本的自由を完

全かつ平等に享有することを確保するため

の措置をとる」となっているんですけど、

日本の障害者差別解消法の中では、それが

取り入れられなかったということがあって、

附帯決議の中では、条例の趣旨に沿うよう

に、障がい女性等に対する複合的な差別の

状況、現状を認識し、「障害女性等の人権

の擁護を図ること」と附帯決議がついたと

いういきさつがありまして、障害と女性と

いうダブルのマイノリティ性を持つ人の差

別というのは単に１つの属性を持つ人への

対応とまた違った側面があるので、特出し

て対処する必要があるという考え方がある

わけですけれども、これは障がい女性に限

らず性的マイノリティの女性も「性的指向」

と「性別」とか、「性自認」と「性別」と

か、そういうような複合的な要因を持って

いる。 

 そういうところにも着目して、１つ施策

を打つための規定というのはあり得るのか

なというふうに思っています。 

 これから条例でこういった国連等で要請

されているので、入れていくところがある

かなと思いますけれども、今回、男女条例

の改正ということで、女性に関わるところ

としてこういった観点もあるのかなと思い

ました。ここは多分規定そのものを考える

というよりは意見を出すところだと思うの

で、１つの意見として申し上げました。 

（石阪委員長） 

 今のような形で、例えばそういった意見

や考え方、こういったものを盛り込んでみ

てはどうかということでも構いませんが、

何か皆さんからご発言、ご意見はあります

でしょうか。 

 こちらについては前回もご議論いただき

ましたので、今回については皆さんからご

意見まとめさせてもらって、資料２のよう

な形で方向性としてこういう形で改正をし

ていきます、というところをちょっと確認

するという意味合いがあります。 

 やはり考え方としては、この男女条例の

趣旨を残しつつ、やはり多様性のものも中

心に、様々な時代にそぐわないものも含め

て新たに加えていく、これによって改正を

図るという、ここについてはまず皆さん合

意していただいたということでいいと思い

ます。 

 また、名前に戻りますけれども、ですの

でこの条例そのものを新しく変えるという

よりは、ほぼほぼ文言としては残る。表現

を変えるということですから、どうなんで

しょうか、杉本さん、手続の問題とちょっ
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と分けて考えますけれども、これをこのま

ま残す、変えたほうがいいというメリット

のほうが大きいということですかね、性の

多様性という。 

（杉本委員） 

 せっかく中身を変えているのに、タイト

ルがそのままだったらそれこそ、その条例

のタイトルと中身に矛盾を来すところがあ

ると思うのと、これこそ方向性のところに

も書いていますけれども、「男女共同参画

の推進における性別による差別的取扱いと

性的マイノリティへの差別は、全て性別に

よる固定観念に起因している点では一致し

ている」というふうになっているところで、

まさにその男女というのがその固定観念の

表現なのではないかというのは前回も出て

いたところなので、やはり男女を残して構

わないんですけれども、それに一言加えれ

ば、墨田区みたいに「多様な性の」とか、

一言加えるだけでその中身とタイトルの整

合性はつくんじゃないかなと。 

 手続的な面で言えば、墨田区もやっぱり

この男女共同参画推進条例みたいな名前だ

ったところを、条例の改正で条例としては

この条例を存続する形の改正で題名改正と

いう形でタイトル自体も変えているという

実績もあるので、それは手続上は問題ない

はずなので、そんなに難しい話ではないと

思うんですけれども、何か逆に言うと執行

機関側として何かハードルがある、言って

いる自分で何となく思い当たる節もあるん

ですけれども、あるんでしょうか。 

（石阪委員長） 

 議会のほうがどうなのかということです

かね。つまり性の多様性条例が新たに出て

くるということに対して。 

（ぬかが委員） 

 すみません、意見、言っていいですかね。 

 ここの主な意見の、たしか私、２番のと

ころの意見を言ったんですけれども、昔は

婦人差別撤廃条約、今は女子差別撤廃条約

と名前は変えましたけれども、もともとこ

の条例ができる根拠というのが今も国連で

条約としてやはり批准国にもっと是正しな

さいよということを求めている条約があっ

て、それはやはり根拠は婦人差別撤廃条約

だっただろうと思うんですよ。今の女子差

別撤廃条約。 

 そうすると、それも含めてそういう条約

を批准した中で、この歴史的にもこの足立

のいろいろな方々が知恵を出し合ってつく

られたのが今の男女共同参画、名前も確か

に変わっていると思うんです、少し、前か

らね。 

 ただ、私はそういうここの部分の差別を

解消するというところが基本にあるという

ところは変わらない。そのための条例だろ

うと。 

 もっと言うと、例えば多様性の性の問題

を入れてはいるけれども、そこを全面展開

するなら別建ての条例であるだろうという

ふうに思うんです。 

 でも、そうではなくてこの条例を基本と

しながらも今ある制度を入れ込んでいくと

いう考えでいったときには、私はそういう

ことも含めて歴史的な経緯と申し上げたん

だけど、やはりここを外しちゃいけないと、

男女共同参画という目的の部分が条例の表

面にあるという部分をなくしてはいけない

なというふうには思っているんですね。 

 ただ、先ほどもお話があったように、ほ

かの区で言うと男女共同参画は削らないけ

れども性の多様性を入れるとか、それはあ

りなんだろうと思うんだけれども、そこま

で条例が２本の柱になるほど性の多様性が

全面展開される条例改正にはならないだろ
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うというふうに思うので、現状でいいのか

なというふうに私はそんな思いで、この

（２）の発言をさせていただいたんです。 

（内藤副委員長） 

 多分、ここで意見を出してもそれが条例

そのものの名前になるわけではなくて、そ

れは議会のほうで決めていただく、こちら

の意見でしかないと思うので、あまり議会

でどうだとか、議会での実現可能性を考え

ずに、私たちはこの委員会の意見として、

もちろん先生方も含めて、議論すればいい

かなと思っています。 

 条例としての分かりやすさ、キャッチー

さということと、中身を正確に表すかとい

うことと、今、ぬかがさんがおっしゃった

マジョリティがどういう内容なのかという

いろいろな要素があると思うんですけれど

も、法的に正確に考えると、男女とグルー

プなわけですね。マジョリティとマイノリ

ティと言うとあれですけれども、グループ

で、「性的指向」とか「ジェンダーアイデ

ンティティ」というのは属性なんですよね。

だから男女というのは性別という属性。ち

ょっと座りが悪いというか、もし「性的指

向」と「性自認」、「ジェンダーアイデン

ティティ」との並びで言うと男女は性別に

なるわけです。 

 だから本来で言うと、ここの最初のこの

３番のところに書いてありますけれども、

「性別」、「性的指向」、「性自認」これ

が今回、この条例に盛り込むところの属性、

ちょっと「性の多様性」というワードなど

もありますけれども、そういうキャッチャ

ーな言葉を置いておくとすると、本来は足

立区における「性別」、「性的指向」、

「性自認」に関する条例みたいな、そうい

うことになるんだろうと、本当は思います。 

 だから、ちょっとそこは大枠が性別なの

かというところによるのか、それとも今回、

新たにこういう要素も入れて、こういう条

例とするんだということで名前として新し

い「性的指向」とか「ジェンダーアイデン

ティティ」という言葉をあえて入れて新し

い条例と改正していくんだというふうにし

ていくのはこの委員会としての意見だし、

いやいや、そうではなくて、そもそももと

もとの名前の男女でいくんだというのは、

ここの意見として考えていけばいいのかな

と思います。 

 前回いろいろな意見が出たんですけれど

も。 

（石阪委員長） 

 集約は特にしなかったということね。 

（内藤副委員長） 

 集約はしてないですし、またちょっと皆

さんもご意見があるかもしれないので、聞

いてもいいのかなと思います。 

（片野委員） 

 女団連の片野です。 

 内藤先生からL・フェスタの講師としてご

紹介いただいた堀場明子さんとちょうど今

打合せをしているのですが、彼女が参考に

と送ってきた記事に、意思決定の場に女性

が参画すること、意義ある参画が大切だと

書かれていて、それが次のステージではな

いかと思っています。平成15年と令和の今

とでは、ただ女性の割合という人数だけで

はなく、問題解決の意思決定のプロセスに

女性が関わっているかが問われている違い

があります。「意義ある参画」を実現する

ことが大切であるということを新しい条例

に入れていただきたいと思っています。 

 堀場さんも指摘されていますが、もっと

無視されてきた声の方たちもいらっしゃい

ますが、半数を占めている人たちの声がま

だ十分に折り込まれていないという現実が
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あるので、やはりこの男女共同参画という

言葉は外すべきではなくて、さらに進めて

意義ある参画という言葉を入れていくこと

が大事ではないかと思います。 

（石阪委員長） 

 という意見が出ましたけれども、ほかに

何かもしあればいかがでしょうか。 

（佐藤委員） 

 私が最近いろいろなニュースを見ていて

思っているのが、埼玉の男子校、女子校の

区別がなくなって共学化がされるかどうか

という話だとか、例えば東大の学生さんの

比率、女性が今は大体２割、残りが８割。 

 今、片野さんがおっしゃったんですけれ

ども、意思決定に関わる人を育てていく、

女性をもっと盛り上げていくという観点か

らすると、東大の８対２の割合がもうちょ

っと増えないかなと思っていて、将来は多

様性という話になっていくと思うんですが、

今のこの時点では男女というところにフォ

ーカスを当てたほうがいいのかなというの

が、私、今までお話を聞いていて思いまし

た。 

 多様性というといろいろ見方があります

けれども、男女ではない多様性はあると思

います。例えば、タイなんかだと今18種類

の性別が存在したりとか、いろいろ国によ

っていろいろな多様性の基準が違いますけ

れども、そういうことを考えると、まだ日

本は男女の問題を解決しなければいけない

時代なのかなと思っています。 

 あと最後に、アイスランドのほうで15年、

ジェンダーギャップ指数が１位と言ってい

ますけれども、よく見ると100年かかってい

るらしいですね。100年かかってやって築き

上げたものを私たちが、特に私はここは４

年目なんですけれども、４年目で何ができ

るかというと、やっぱりちょっと難しいか

なと思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 今、皆さんのご意見はどちらかというと

男女共同参画の男女の部分、これまで培っ

てきた歴史もあります。それから、まだ解

消されてない課題もあります。こういった

ものを踏まえて残して、尊重していくべき

だという意見が多かったです。 

 杉本委員もそれをなくすという意味では

なくてある意味加えてもどうかという、こ

ういうご意見ですよね。 

 先ほど内藤さんからもありましたけれど

も、やはり核になる男女共同参画、男女平

等、これにどの程度のボリュームで多様性

が入ってくるかということだと思うんです

けれども、もし本来多様性というものをか

なり推進していくという区の姿勢があれば、

別建てで条例を本来立てて、ただ根拠とな

る国の法律がちょっと曖昧なだけに、どん

なものをつくるのかというのはちょっと自

治体としてはなかなか難しい部分もあるん

ですが、男女については男女共同参画社会

基本法という法律があります。それに基づ

いて自治体がつくってきたというこれまで

の歴史もありますから、これを皆さんどち

らかというとベースにして、今回は多様性

という概念が入ってきたので、それを加え

るという形のほうが自然なんじゃないかな

という意見も多いということですね。 

 これは意見集約を諮る場ではないので、

一応意見としてはこのような意見が出たと

いうことでまとめさせていただきます。 

 委員会としては、どちらかというと男女

共同参画の趣旨、考え、これはきちんと残

していくべきだし、名前の中にもこの文言

はきちんと入れていく必要が、少なくとも

現時点ではある。こういう形でまとめさせ
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ていただくのでよろしいでしょうか。こっ

ちがいい悪いという話ではなく。そんな形

でいいかな。 

 ということですので、改めてこう聞くと

多様性という考え方が入ってきましたけれ

ども、かなり皆さんが男女平等に対しては

やはり今でも喫緊の課題だし、最上課題だ

という認識をお持ちだということは非常に

強く分かりましたので、このあたりは区長

のほうにも私も申し上げたいと思います。 

 ほかはいかがですか。名称だけではなく

て、加えたいこと。よろしいですか。 

 それで、こういったことを踏まえて、区

長のほうには提言させていただきますが、

資料でいうと３になります。中間提言。 

 資料の３をご覧いただければと思います。 

 これは皆さんからいただいた意見をちょ

っとまとめて中間提言という形で区長のほ

うに私のほうから進言をしたいと思います。 

 ちょっと案文として考えてみたんですが、

これは皆さんの議論を聞く前に考えたもの

ですけれども、まず足立区男女共同参画社

会条例に、性的指向や性自認に関する差別

の禁止やアウティングの禁止などを盛り込

むべきである。 

 これはやはり多様性の部分、こちらにつ

いてもやはり入れていく必要があるだろう

と。 

 それから、男女平等と性の多様性の尊重

は性別に起因する課題解消に向けたものと

して、方向性は一致している。足立区では

歴史的な経緯から条例がつくられ発展して

きたことも考慮すると、条例名は変更しな

いことが望ましい。 

 これは私の意見も入っていますけれども、

今のお話をちょっと加味すると、条例名に

男女共同参画という文言は残すべきである。

そういう形になりますか。変えるか変えな

いかというのはまたちょっと執行機関のほ

うで判断していただきます。 

 現行の条例は平成15年４月１日から施行

され、内容の大きな見直しがないまま今日

に至る。「性の多様性」について条例に盛

り込むだけでなく、男女共同参画に関する

条文についても、時代に即した見直しが必

要ではないか。これはもう皆さんの意見を

そのまま反映させていただきます。 

 こういう形で提言をさせていただきたい

と思いますが、これについてはいかがでし

ょうか、このような形で。 

 特に、２番目のところはちょっと条例名

を変更しないことが望ましいというのは、

全員の意見ということではありませんから、

そこだけ少し変えさせていただきます。 

（内藤副委員長） 

 １点目のアウティングの禁止を入れてい

ただいたのはすごくいいと思うんですけれ

ども、こちらの表のほうでは多分、５のハ

ラスメントのところだと思うので、アウテ

ィングの禁止も入れていただいて安堵して

います。これは国の労働施策総合推進法、

パワハラ指針のほうに入っていますので、

当然ですし、今、各自治体の条例では結構

同じような感じでカミングアウトの強制と

かカミングアウトを規制するということを

禁止する。そういうカミングアウト関連の

規定を入れている条例もありますので、そ

のあたりも検討を一緒にしていただければ

いいと思います。 

 取りあえずアウティングはハラスメント

のところに入るのかなと思いました。 

（石阪委員長） 

 何かもし改めて区長にということがあれ

ば、加えさせていただきますが、よろしい

でしょうか。こんな形で。恐らく10月ぐら

いになると思いますけれども、区長のほう
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に私のほうから直接行って申し上げたいと

思います。 

 それでは、３番の足立区男女共同参画社

会条例については以上とさせていただきた

いと思います。 

 

４ 施策⑪「困難を抱える世帯等が安心し

て生活できる環境づくり」について 

（石阪委員長） 

 それでは、続いて４番目、施策⑪「困難

を抱える世帯等が安心して生活できる環境

づくり」について、これは課長のほうから。 

 具体的には、皆さんから幾つか今年度議

論する施策というのを挙げていただいた中

で、１つは条例の話、もう一つが「困難を

抱える世帯等が安心して生活できる環境づ

くり」について、ということで、実際に現

場で働いていらっしゃる方々、主にＮＰＯ

が委託事業という形で進めているんですけ

れども、そちらのほうの話を聞いてみては

どうかという意見をいただきましたので、

ぜひこの機会に実際に支援の現場がどうな

のかというのがまず１つ、もう一つは、そ

こに来る子どもたち、どんな様子なのかと

いうことも含めていろいろと伺いたいこと

もあるので、まずはちょっとどんな団体が

実際にこの業務を担っているのかというと

ころを課長のほうから説明伺いたいと思い

ます。 

（小木曽課長） 

 私のほうから、お手元の資料５です。 

 前々回ですか、現場で働く若い方の声を

聞きたいというところで、候補として挙が

ったカタリバさんとキッズドアさんを紹介

させていただきたいと思います。 

 こちらのほう、生活支援推進課というと

ころの事業の中で、居場所を兼ねた学習支

援というものをこの２つの団体がやってお

ります。それぞれ区内で２か所、場所に関

しては、梅島・竹の塚がカタリバさん、谷

在家・綾瀬がキッズドアさんということで、

詳細な住所は秘匿性の高いということで関

係者のみに共有されているものになります。 

 そういったところで、経済的に課題を抱

える世帯の中学生、またその中学生が利用

していて、その方が高校生とかになったり、

その後高校中退という形になってもまた引

き続き使えるということで、対象にして事

業を行っているものです。 

 基本的に、月曜日はお休みなんですけれ

ども、それ以外のところは開設状況という

ところの時間帯で子どもたちが自由に来て、

自由に利用できるみたいな形で、学びの場

であったりとか、勉強、そういったところ

のスタッフがフォローに入ったりとかいろ

いろ進路の相談とか、というところを体験

している。 

 また、勉強というところ以外にも体験学

習的なところも折り込んで、そういったと

ころで子どもたちの成長につながる、そう

いった活動をやっている団体でございます。 

 古くからといいますか、ちょっと詳細分

からないですけれども、平成28年頃くらい

からやっていると聞いていますけれども、

ここに通っていた、登録して利用していた

お子さんが今は大きくなってボランティア

としてまた戻ってきてくれているという声

も所管課からは聞いています。まさに本当

にもしその方が若者という年代であれば、

直接いろいろ詳細な話とか聞けたりするの

かなというところがございますので、その

辺のところについて皆さんにご議論してい

ただくのと、もしお呼びしてヒアリングな

りお話を聞くとなったときにあらかじめど

ういったことを聞きたいかとか、そういっ

たところのお話をしていただければ後日と
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いいますか、その後、私ども事務局のほう

で事前にそういったところをご説明しに上

がりたいなと思っております。 

 私からは以上になります。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 今、４つの施設、厳密にいうと４つなの

かな、２つ、２つですよね、カタリバ、キ

ッズドアという２つのＮＰＯ法人、こちら

が委託を受けて、実際に支援している。対

象は中学生及びこの事業を利用して卒業し

ていった高校生、中退者、未進学者ですか

ら、中学生以上ということですね。 

 これは非常にユニークなのは食事の提供

もしているということです。火曜から土曜

は毎晩、日曜や長期休暇中は昼、夜の２食。

食事も提供している。つまり勉強、学習支

援に加えて、ご飯も提供している、こうい

う支援になります。 

 恐らくですけれども、自転車、徒歩で通

うので、大体区内に４つあるんですけれど

も、その周辺の人たちがそこに通ってくる

という形です。 

 これはいろいろ制限はあるんでしょう。

ここに参加するに当たっては。所得であっ

たりとかその辺もあると思うので、そのあ

たりも含めて、団体のほうには我々のほう

でヒアリングをする機会を今年度設けられ

ればと思っています。 

 実際に来ていただくんですけれども、そ

れに当たって、事前に、例えばこんなこと

をちょっと聞いてみたいとかいう質問がも

しあれば、皆様から挙げていただいて、先

方の団体に事前にお知らせしたほうがいい

のかなと。いきなり来てわっと質問するよ

りも、大体こんなことを聞いておきたいと。 

 今日、もしこんなことを聞いておきたい

とか、こんなことが知りたいということが

あれば、皆様のほうからちょっと出してい

ただければそちらのほうを先方にお伝えす

るというところを１つやりたいということ

です。 

 それから、もしこの団体や支援について、

質問等があれば、答えられる範囲でお答え

するということになると思います。 

 それでは、いかがでしょうか。 

 まず、こちらの資料についてですが、何

か今の時点でご質問はありますか。制度で

あったりとか。 

 教室になっているんですね。恐らく中に

入ってきて、食事もできます。食事を作る

スタッフがいる。個別にマンツーマンのよ

うな形ですけれども、学習塾みたいな形で

勉強を教えるという形です。 

 それから、業者テストなんかもしている

そうですから、成績がどうなったかとかそ

ういうところも把握されているのではない

かと思います。 

 最終的には高等学校に進学できるような

支援、様々な支援をする。情報提供、面接

対策などもしてくれるということです。 

 恐らく自習ができたりとか、居場所とし

てコミュニケーションを取ったりというス

ペースもあると思いますので、いわゆる完

全にお金を払って行く学習塾とはかなり様

子は違うだろうなという感じはしています。 

 ただ、中には途中で来なくなってしまう

ケースもあるでしょうし、それから場合に

よっては様々な問題を抱えて来る、そうい

った方々の相談に乗るというケースもある

かもしれません。 

 ですので、我々としてはちょっと具体的

にどんな支援が行われているのかと、ちょ

っと外からでは見えない部分がありますの

で、ぜひこの団体にお越しいただいてどの

ような支援をされているのか、これを伺う
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というのが今回の目的になると思います。 

 何かもし質問等があれば、いかがでしょ

うか。 

（片野委員） 

 ボランティアさんへの質問ではないので

恐縮ですが、これは対象者を限定している

事業で、就学援助世帯まで対象にしている

と聞いています。就学援助世帯の収入の幅

が結構大きいので、実際にそれがどの程度

の世帯年収の子たちが多く来ているのかを

所管課に教えていただきたいと思っていま

す。 

 それとあと人数がここに書いてあります

けれども、小学生も受け入れているかと思

います。ただ、メインは受験指導もしてい

るので中学生だと思いますので学年の割合。

あと継続年数、どのぐらいの子が継続して

いて、さっきの進学先の話じゃないですけ

れども、かなり事業規模としては小さくな

い事業だと思いますので、そのあたり聞い

ていただいて、皆さんで議論して、あと同

様のものは他区でやっているのかどうかと

いうことになるかと思うのですが、他区の

場合の所得制限の金額とか、そういうこと

も少し知りたいなというふうに思っていま

す。 

（石阪委員長） 

 今の点について、所管課のほうに事前に

確認していただくようにしたいと思います。 

（ぬかが委員） 

 私も水野さんも全部の施設に実際に行っ

て、見学して話は聞いているんですけれど

も、本当にすばらしい事業だし、そこのイ

メージは私たちはわいているんだけれども、

その上でも私が聞きたいなと思うのは、１

つは、これは調査するときに中心的な所管

が福祉事務所というか、いわゆる子どもの

貧困対策から来ているので、放課後から夜

についてで、私が聞いたときに、主には声

かけを先生のほうから、あまり厳密な所得

制限ではなくて、先生のほうからちょっと

家庭に困難な事情があるなと思うと、貧困

施設だと言ったら誰も来なくなるから、お

兄さんたち大学生がボランティアでいろい

ろ勉強とか教えてくれるところがあるから、

そこに行ってみないかという形で誘導して

いくという話は聞いていたんです。 

（石阪委員長） 

 学校のほうから。 

（ぬかが委員） 

 学校からです、全部。基本は学校から誘

導なんですけれども。 

 もう一つの事業として、昼間の時間、通

常みんな学校に子どもたちは行っているわ

けだから、その昼間の時間を活用して今度

は子どものための居場所施設を活用した不

登校の子どもの居場所施設をやっているん

ですよ。これは教育委員会の事業なんです

よ。だから、それが昼間なのね。 

 そこは小中学生問わずいわゆる不登校の

子どもが学校には行けないけれども、どこ

もそうなんですけど、最初はゲームをやっ

たりとか、お兄さんたちとおしゃべりした

りとか、そういう居場所なので、サードプ

レイス的なものなので、非常にマッチする

というか。 

（石阪委員長） 

 昼と夕方以降とで事業自体が変わるわけ

ですね。 

（ぬかが委員） 

 そうなんです。つまり補助金が出て委託

している事業としては完全に分かれている

という仕組みになっているんですけれども、

だからどちらのほうの取組も聞きたいとい

うのが１つと。 

 それから、行ったときいつも私たち聞い
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ているんですけれども、やはり不登校にし

ても、今足立でいうと1,400人、1,500人、

非常に増えていて、それから困難を抱える

子どもさんもたくさんいるという中で、そ

の足立の困難を抱える子どもたちのために、

もっとこの事業を自分たちに委託して運営

してもらっている事業をよくするために行

政に何を望むのと。行政へ望むことという

のはぜひその場で言っていただければいい

かなということで、聞いてみたいなと思い

ます。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 今、ちょっと解説いただきましたけれど

も、昼間は不登校のお子さん、小学生も含

めたお子さんがいらっしゃる。夕方からは

今度学校帰りになるとそれがチェンジして、

先ほど言ったように中学生以上の学習支援

という形にどうもなるということです。 

 ですので、２つの事業を並行して１つの

スペースの中でやっている、そのようなイ

メージになります。だから両方、聞いてみ

たいということですね。今のお話、不登校

の子の問題とそれから学習支援の問題です

ね。 

 それから、学校からの誘導というのは私

も知りませんでした。どちらかというと親

から申請をしていくのかと思ったら、そう

ではなくて先生方が。 

（ぬかが委員） 

 親の教育相談の流れもあります。 

（杉本委員） 

 若干ネグレクトに近い子もそっちに誘導

されているところがあるので、親に頼っち

ゃっているとその子たちが救えない。 

（片野委員） 

 不登校の生徒を学校で支援している立場

からになりますが、スクールカウンセラー

さんから居場所を勧められたと担当してい

る生徒たちから聞いています。居場所事業

が始まった時は、不登校の子は対象になっ

ていなかったのですが、途中から多分予算

を増額して不登校の子も受け入れるように

なったと思います。 

 私も実は４か所行ったことがありますし、

事業にボランティアとして私が運営してい

るNPOがかかわっていたことがあります。す

ごくいい試み、でももっとよくなる可能性

は十分あると思うので、やはり場所的なも

ので通えない子とかいて、オンラインも始

めてという形になっていきましたので、今、

ぬかが委員がおっしゃったように、やって

いる子がどうすればもっとよくなるかとい

うことをぜひ聞きたいと思います。 

（石阪委員長） 

 つまり参加している、そこに来ている子

がどうすればもっと。 

（片野委員） 

 もっとよくなるためにはどういうニーズ

があって、途中で来なくなる子が前から問

題になっていて、その子たちに対してどう

いうサポートが欲しいのかということです。

（石阪委員長） 

 あと１つは、そういうところに来る背景

みたいなものもちょっと聞いてみたい気が

します。本来であればご家庭に帰っていく

わけですね、学校が終わると。だけどやっ

ぱり何か家に事情があって帰りづらいとか、

ほかの方々と交流する機会がないので、そ

ういうところでいると安心するとかほっと

するとか、多分そこに来る、積極的に来る

理由は何かあるはずなんですよね。 

 単純に成績を上げるだけだったら恐らく

こういうところではなくて、別の塾のほう

がいいでしょうし。何を求めて子どもたち

がそういうところに来ているのか。これを
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ちょっと聞いてみたい。これはあくまで事

業者の意見でいいと思うんですけれども、

子どもたちではなくて。 

（ぬかが委員） 

 すみません、何回もしゃべっちゃって。 

 やはり私、前に綾瀬に行ったときに、先

生たちから言われて、この子の靴、ずっと

変わらなくて小さくて変わらなかったんで

すよ。服は毎日同じなんだよ。もちろん本

人の目の前では言わないけどね。ここに来

て初めて新しい靴にできて、すごいそれが

よかったんだよという話とかされたのが非

常に印象的で、だから私も子どもたちがそ

こで何を感じているかとか、やはりそこで

指導するボランティアの方や社員、職員の

方がそういう子どもたちの確かに背景がど

うなのかというのはぜひ、そういう話が聞

けたらいろいろなヒントになるかなって思

いました。 

（内藤副委員長） 

 今回、担当課もヒアリング対象ですか。

担当課によるかもしれないんですけれども、

今回ご提案いただいた柱立てのところとい

うのは、「困難を抱える世帯等が安心して

生活できる環境づくり」ということなんで

すけれども、そもそもこの委員会の目的で

すけど、男女共同参画の視点におけるとい

うことを忘れずに私たちは質問を、担当課

とか事業者さんに聞きたいなと思います。 

 子どもの貧困対策はとても大事で、先生

方は関わっていると思うんですけれども、

私たちもすごく関心があるんですけれども、

それが男女共同参画のためにどうなのかと

いうところの視点を忘れずに質問立てを立

てる。 

 だからその中で特に子どもたち自身、女

子とかそれから抱えている保護者さん、こ

こにもひとり親家庭と書いてありますけれ

ども、主に低賃金であることが多い女性の

ひとり親が子どもがいる場合にどういう困

難があって、それをどうサポートできてい

るかできていないか。どういうことが足り

ているのか足りてないのかを担当課さんは

相当分かっているはずなので、それもお聞

きしたいし、事業者さんのほうで築いてい

ることをお聞きしたい。 

 計画のほうでは、貧困の連鎖の回避のた

めのひとり親家庭への日常生活支援も入れ

ていただいていますので、さっき課長のほ

うから平成28年頃から取組をやられている

というお話がありましたけれども、帰って

きているボランティアの子もいるという話

がありましたけれども、こういった支援を

続けていって、貧困の連鎖が断ち切れてい

るのか、男女共同参画の視点で、特に女性

のひとり親家庭で育った女の子がまたひと

り親になるという、それでまた低賃金、大

学に行けずにまた低賃金職に就くというこ

とを避けなければいけないので、そういっ

た観点で大丈夫なのかどうか。こういう質

問をぶつけられたかなと、ちょっと具体的

な質問を言えてなくて恐縮なんですけれど

も、そういうことが大切かなと思います。 

（石阪委員長） 

 確かに、１つはひとり親というところは

男女共同参画ではやっぱり注目すべきとこ

ろで、まずそれが割合としてはどうなのか

ということも含めて、支援が必要な場合も

かなりあると思います。 

 本来だと２人でやっていることを１人で

やっているわけですから。そのサポートが

きちんとできているのかどうか。さっき言

ったように貧困の連鎖を断ち切るような支

援になっているのかどうか。来なくなって

しまうとか、断ち切れずになかなかうまく

いかない、失敗事例、成功事例には結び付
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かないようなケースもあるのかもしれませ

んけれども、ただそのあたりの状況を実際

に伺ってみたいということです。 

 恐らく担当課は陪席のような形ですね。

前に並んで一緒に聞くというよりは、来て

はいただくと。例えば、担当課にしか答え

られない部分があると思いますから、そち

らの職員のほうから答えていただくことに

なると思います。 

 メインはあくまで、どうしましょうか。

１団体、２団体ありますけれども、一応２

団体にお声かけをするということでまずい

いですね。それぞれやはりちょっと違うと

思うんですよ。 

 カタリバ、キッズドアは両方ともＮＰＯ

組織としては大きいところです。我々の大

学生もここでアルバイトとかボランティア

している学生が多いですけれども、両団体、

もし可能であれば１名ずつお越しいただく

形にして、それぞれ独自のご支援というの

がありますし、注目しているポイントや課

題とか変わってくると思いますから、一応

両方にお声かけをして来ていただく。 

 それから、先ほど質問については皆さん

からいろいろありましたけれども、やはり

男女共同参画の視点というところ、それか

らもう一つはそこにいる子どもたち。 

 私がやはり１つ気になるのは、親や先生

方が気づかないようなところに気づくケー

スがあるはずです。それをちょっと聞いて

みたいですね。見落としているところとか。 

 恐らくこれは大学生が中心だと思うんで

すけれども、そのあたりがどんなところに

気づいていて、どんな支援が必要なのか、

自分自身で考える機会になると思います。 

 親とか先生の支援というのはある程度

我々想像つくんですけれども、いわゆるサ

ードスペース、こういったところにいる

方々がどんなサポートをしているのかすご

く気になるので。 

 あとは、物理的に、食事を作るって、誰

が作っているんだろうかと、個人的には一

緒に作っているといいなという気がします。 

（ぬかが委員） 

 そう、そう、みんなで。 

（石阪委員長） 

 食材はいろいろなところから集めてくる

んですか。 

（ぬかが委員） 

 そう、そう。 

（石阪委員長） 

 やっぱりそうですよね。やっぱりそうい

った食育みたいなところも入っているんで

すよね。 

 だからこれも結構大事じゃないかな。食

事を作るプロセスの中で学ぶこともあるだ

ろうし、単純にご飯を提供する、いわゆる

こども食堂みたいなものとちょっと違うの

かなという、そのあたりもちょっと聞いて

みたいですね。実際にどんなふうにご飯を

作っているのかとか。 

 例えば、メニューなんかどうしているの

かね。今日はカレーにしようかとなったと

きに、じゃあみんなで考えてとかなのか。

それとも何か作るメニューみたいなものが

あってそれに沿って作っていくのかでもい

ろいろ違うし、具体的にもし何かあれば、

ちょっとそういったものも聞いてみたいな

と思うし。 

 結構主体的な学びに結び付けるというの

は難しいんですよね。勉強って、やれと言

われてただやっていると、難しいんですけ

れども、こういうところは多分自ら学ぶと

か自ら前に歩き出すということが非常に大

事だと思うんです。 

 特に、自己肯定感が低いとか、なかなか
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やる気が出てこない子どもたちって、やれ

って言われてやるんじゃなくて、じゃあど

うすれば自分自身でも歩き出すことができ

るのか。そのサポートをするというのはす

ごく大事なことで、どんなことをやってい

るのかとすごく気になるので、我々大学に

勤めている人間からしてもちょっと気にな

るところではあります。学生たちがどんな

ことをしているんだろうか。 

（齋藤委員） 

 今のお話にちょっとくっつけて、ボラン

ティアさんたちから見た、事業者さんでも

いいんですけれども、子どもたちのそうい

った意欲というか、そういうものをどんな

ふうに受け止めていらっしゃるかなという

のがちょっとお聞きしたいなと思いました。 

（内藤副委員長） 

 私もそれに関連して、さっき男女共同参

画の視点と申し上げましたけれども、特に

女子児童に対して、貧困家庭において自己

肯定感が低いという話もありましたけれど

も、そういうことが起きていて、期待も低

い可能性があって、親の学歴も低い可能性

があって、そうなってくるとなかなか、エ

ンカレッジすることが大事で、そういうの

もどうやっているのか、そういうところを

聞いてみたいかなと思います。 

（石阪委員長） 

 特に、女子生徒や女子児童についてはそ

ういうところがありますね、確かにね。 

 ほかはどうでしょうか。当日、多分いろ

いろな質問が出ると思うんですけれども、

あまり唐突にいろいろなことを聞くのもあ

れなので、私も含めて事務局と相談して、

幾つかちょっと質問項目はつくって、こん

なことは聞きたいということはちょっとま

とめておきたいと思います。 

 田口さんとか、どうですか。何か聞きた

いことはありますか。 

（田口委員） 

 皆様の意見を聞いた後、資料を見て、や

はりこの資料を見ただけだったら、学習支

援がメインなのかなと一瞬思ったんですけ

れども、特にカタリバさんだけなんですけ

れども、ホームページを見て、先ほどから

出ているように学習支援も、模擬テストと

かで数値的なことで観測しているというこ

となんですけれども、みんなでご飯を作っ

て、初めて鍋を囲んで感動していた子がい

たとか書いていて、そういう生活する中で

の本当に自分自身の自己肯定というのを育

むというのが一番の勉強、学力も一緒です

けれどもそうなんだなと思って、すごくい

い取組だなと思いながらも意見を聞いてい

ました。 

 子どもが行く、中学生が行く、それ以上

ということで、その背景の保護者に学校か

ら声かけするということだったんですけれ

ども、ここに来るということは、多分中学

生だけでは登録できないと思うんですね。

保護者がやっぱり登録とか面談とか、三者

面談とかもあると書いてあるんですけれど

も、そこまで例えば全員が声をかけて、い

いな行ってみようと思う子もいるし、途中

で来なくなる子もいるということだったん

ですけれども、親が、まだ保護者が登録と

かするというところで、そこでつながらな

い子もいるんじゃないかなと私、思ったん

です。 

 私も学校で保護者と関わる中で、スムー

ズに関わる保護者もいるんですけれども、

例えばですけど、その人の状況によるんで

すけど、うちはシングルで忙し過ぎてちょ

っともう連絡できないから一切連絡しない

でくれと初めからぴしゃっとシャットダウ

ンされるケースとか、言葉の問題、外国か
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ら来られた方で、多いケースは、お父様が

日本人、お母様が外国の方というケースで

私は接している人が多いです。 

 結局、学校とアクセスするのとか保護者

同士で関わるのはお母様ということがすご

く多くて、そのときにシャットダウンされ

ちゃうことがすごく多いです。 

 なので、ここに来てすごくいい支援の関

わりをしている子とあとはそこまでに壁が

あったりするのか、それはちょっとボラン

ティアの大学生とかとはちょっと違うかも

しれないんですけど聞く相手が、どんな感

じでつながったりとかシャットダウンまで

いかないけど、まず保護者とコンタクトが

取れないというときに、どのくらいまで関

わっていくのか。その子たちこそちょっと

気になるなということがあったりすること

があっても、ちょっと関われないというこ

とが多かったので、そこがちょっと気にな

る点でした。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 課題のようなこともちょっと聞いてみた

いのは、よく子どもがスタッフに依存する

ケースというのもあるんですよね。そのボ

ランティアの大学生に依存してしまって、

その人に会いにいくために行くとか、ここ

にいると自分は安心なのでということであ

まり深入りし過ぎてしまうと、やはりその

子の自立、成長という点からするとむしろ

逆行してしまう可能性もある。 

 これはよくカウンセリングなんかでもあ

るんですけれども、そこに行って依存して

しまう、お互いに依存し合う、だからこう

いうようなこともひょっとすると事例とし

てあるかもしれないので、さっき言ったよ

うに、子どもに対してどのくらいの距離感

でいるのかというのがすごく大事なんです。

親でも先生でもないぐらいの距離なのか、

かなり緊密な距離感で指導しているのか、

このあたりちょっと私も気になるところで

はあります。 

 親でも先生でもないので、ある意味で言

い方としてはボランティアなので、そこま

で重きを求めないと思うんですけれども、

子どもっていうのはそれでも来ますからね。

支援、頼りたいという願望を持って来る子

どもたちもいると思いますから、このあた

りの問題も１つ課題かもしれません。実態

としてはちょっと分からないですけれども。 

 どうですか、國府田さん。何か聞いてみ

たいこととかありますか。 

（國府田委員） 

 この２つの団体について、すごい魅力的

な事業等をしていただいているので、持続

的、永続的に実施していただきたいなと思

っています。そういう持続可能な仕組みづ

くりとかどうやっているのかなというとこ

ろについては気になります。男女の関係と

は異なってしまうんですけれども。 

 途中でお話がありましたけれども、学生

さんのニーズの聞き取りとかについてもど

のような体制で行っているのかについては

気になるところです。 

 ちょっと団体の体制とか制度についての

質問で少し申し訳ないですが。 

（石阪委員長） 

 これは確かに重要で、ビジネスモデルと

いう言い方は変ですけれども、どうやって

運営しているのか、これはボランティアが

中心ですので、例えば最低賃金とか発生し

ないですよね、大学生に対してはね、アル

バイトじゃないのか、この辺もちょっと分

からないですし、先ほど言ったように学生

をどうやって集めているかとか、そういう

ところも１つ課題です。 
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 あとは先ほど言ったように食事なんかは

結構寄附も多いということですけれども、

もし食材を購入していたりということにな

ると、そのあたりの予算も足立区から出る

予算で運営ができているのかどうか。この

あたりもちょっと気になるところで、持続

可能な支援というのを考えたときに、ＮＰ

Ｏ法人として運営ができているのかどうか。

これは冒頭でもあった行政の方にちょっと

聞いてみたいと、要望がもしあればね。こ

ういうふうにしてほしいという思いにもつ

ながるのかもしれませんけれども。 

 組織として団体として回っているのかと

か。そういうところも大事ですよね。 

 それでは、市川さん、聞いてみたいこと、

何かありますか。 

（市川委員） 

 僕はどちらかというと経営者なので、実

際に運営資金をどうやって回しているのか

ですよね。 

 それで僕が知っている多くのＮＰＯさん

は基本的には善意のボランティアで善意と

いうところで回しているのが多いなと思っ

ているんですけれども、善意はしょせん善

意なので、いつ止まってしまうか分からな

いという拙い綱渡りをずっとしていて、こ

れからも善意のボランティアに頼っていく

のか、それともＮＰＯという団体の範囲内

でいわゆるビジネスとしてちゃんと正々

堂々と企業からお金をもらうためにはやは

り企業に対してのメリットが出ないと、そ

れは企業も出さないですから、だからそう

いうような施策みたいなものというのは考

えていないのか。 

 僕は結構ＮＰＯさんといろいろな話をす

ると、ここら辺のビジネスチックなところ

がもう全く抜けちゃっていて、何か善意だ

けで何とか回る、これは毎回思うんですけ

れども拙い綱渡りですよね。いつ相手が止

めるか分からないというところなので、こ

こら辺が僕は気になっているところです。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 本来は足立区内の企業さんから様々な寄

附があったりとか、あるいは支援があれば

動くようなケース、日本はなかなか企業さ

んがＮＰＯに対して支援するという文化が

あまりないです。これはアメリカなんかと

比べると雲泥の差ですから、このあたり実

際にお金がどう動いているのか、回ってい

るのか、これは市川さん、気になりますよ

ね。 

（市川委員） 

 単純に企業に、日本人は欧米と比べて寄

附ということに対してはすごく抵抗感を持

っている人種なので、だから企業に対して

メリットありますというのを打ち出してし

まえば、僕はあれだと思うんですよね。 

 例えば、お子さんに対して何かＰＲをし

たい企業さんがそこにチラシを置かせても

らえる、ポスターを貼らせてもらえるとか、

お子さんに手渡しで渡してくれるよという

のだと、企業協賛は集まりやすいですよね。

その親に対してとかという、だからそうい

うのをＮＰＯさんたちは善意のボランティ

アのほうに力が寄っちゃって、そういうビ

ジネスチックなところを考えてないのがも

ったいないなと僕はいつも思っているので。 

（石阪委員長） 

 ぜひ、聞いてみたいですね。この団体に

ね。そういう努力はひょっとしたらされて

いるのかもしれないし。 

（市川委員） 

 多分大きいからある程度はしていると思

います。 

（石阪委員長） 
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 キッズドアは結構ビジネスチックに動い

ていますね。 

（ぬかが委員） 

 カタリバも。 

（石阪委員長） 

 カタリバも当初はもっと小さかった。い

ろいろなところから多分寄附は集めている

と思いますよね。 

 でも、ちょっと聞いてみたいところでは

あります。 

（遠藤委員） 

 あきば商会の遠藤です。 

 私は年齢的に小学生、中学生と接する、

お母さんたちとも接する機会はそうはない

ので、よく分からない部分があるんですが、

例えば学校で、教室でだったり、そのお子

さんが貧困家庭なのかどうかというのはど

こで判断されるんですかね。学校の先生は

それは分かるんでしょうか。 

（石阪委員長） 

 恐らく分かっていらっしゃいます。 

（遠藤委員） 

 分かるんですね。日常生活の中で。 

（片野委員） 

 分かります。要保護とか全部データがあ

るので、生活保護の家庭とか、児童扶養手

当の家庭とか。 

（遠藤委員） 

 例えば、世帯主がお母さんだとして、お

母さんの年収とかがある程度区のほうで分

かるという。 

（片野委員） 

 児童扶養手当とか生活保護をもらうには

年収が決まっているので、ぴっちりは分か

らないですけど、大体このくらいの層のと

ころにいらっしゃる方、あと支援受けるに

はこのぐらいと決まっているので、このぐ

らいの方だろうということで。 

（遠藤委員） 

 なぜそれをお聞きしたかと言うと、私の

会社にもパートで働いてもらっているお母

さん、就学前とかそういう若いお母さんが

いらっしゃるんですけれども、一方は実は

お父さん一緒に住んでらっしゃるんですね。

ただ籍はあえて入れてない。そうするとひ

とり親家庭として保護、手当をもらえるわ

けですよね。 

 もう一方は、やはりひとり親家庭という

かお母さんなんですが離婚されているんで

すけれども、ご自分の実家のご両親と住ん

でいるので生活にはさほど困ってないとい

うことで、仕事もすぐ休む、そういうのを

ちょっと身近で見ているものですから、本

当に貧困、現実問題はご飯もちゃんと食べ

られないようなお子さんがいるのはテレビ

や何かで見ているので、こういう人たちが

現にいるんだなと、何とかしてあげられな

いのかなというのは思っていますけれども、

どこでその判断をしているのかなとちょっ

と分からなかったものですからお聞きしま

した。 

（石阪委員長） 

 １つは学校でという話とそれからこのＮ

ＰＯに参加するときのということがいろい

ろあると思いますけれども、恐らく学校と

してはある程度の資料はお持ちなのかなと

いうことです。 

 片野さんがおっしゃったようにある程度

どんな支援を受けているかとか、どんな補

助があるかで大体は分かる。細かなところ

までは当然分からないですし、さっき遠藤

さんの言う事例というのはなかなか分かり

づらい事例です。そこまでは多分把握され

てないんじゃないかと思います。 

 そのあたり、実態としてどこまで把握し

ているか、この団体は、それはちょっと聞
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いてもいいかもしれないです。 

（内藤副委員長） 

 ちょっと違う観点でもいいですか。 

 さっきちょっと依存の話が先生から出ま

したけれども、これらの団体に事業をする

上で、どれだけ人権とかジェンダーの視点

を考えているかということを聞いてみたい

と思いました。 

 ここにいろいろ資料をいただいて、書い

ていただいていますけれども、そういう家

庭で、自分の人権、子どもの人権とも言い

ますけれども、人としての人権についてや

はり自分に人権があるんだというふうに深

く認識しているとは言えない状況がきっと

あると思います。 

 そういうときに、あなたにはこういうふ

うにしていい権利があるんだと、あなたは

ケアラーじゃなくて兄弟の世話をするとか

だけじゃなくて、こうやって学ぶ権利があ

るんだとか、逃げていいんだとか、そうい

った人権とかジェンダーの観点を持つとい

うことがこういう支援団体は特に必要だと

思います。子どもの支援だとしても。 

 そこをどれだけ非常に上位に置いて活動

されているかというのは抽象的ですけれど

も、ちょっと聞いてみたいと思いました。 

 私は個人的にですけれども、インターナ

ショナルプラン、フォスタープランと昔い

った、海外の要支援重点地域にお金を寄附

するのに入っているんですけれども、それ

は最近かなりジェンダーの視点で女子に対

してクローズアップして、ここの地域の生

理用のナプキンを重点的に投入するとか、

保健教育をやるとか、ジェンダー教育をや

るとか、もうかなりジェンダーに特化して

やっているんですけれども、やはり支援団

体がどういうフェーズであれ、それは結構

途上国だったりするんですけれども、日本

においても権利がないがしろにされている

層にそれが非常に重要だと。 

 さっきのどうやって自己肯定感を上げる

か、エンカレッジするかということと関わ

るんですけれども、それが聞いてみたいと

思いました。 

 それから、今、経済的な困窮ということ

が中心に考えられてきたんですけれども、

困難な問題を抱える女性という観点でいう

と、必ずしもそれだけではなくてＤＶ被害

者とかストーカー被害者とか、それから依

存とか病気とか、そういったこともあるの

で、必ずしも経済的困窮というだけでなく、

いろいろな視点から経済的な困窮にある女

性の家庭のお子さんということでも何かお

気づきの、先生が言った背景みたいなとこ

ろを聞いてみたらいいかなと思いました。 

（石阪委員長） 

 私も実はスタッフ、ふだん学生を見てい

る私からするとすごく不安なんですけれど

も、こんな学生いっぱいこういうところに

配置をしてちゃんとやれているのかなとい

う、事前の教育とかどんな視点を持ちなが

らここに取り組んでいるのかとちょっと聞

いてみたいです。 

 普通の学生を連れてきて、子どもと接し

て、様々な悩みを抱える子どもたちと接す

るということでは僕は対応できないんじゃ

ないかと思うので、恐らく両団体ともかな

り学生に対する教育や支援、事前にやって

いるはずなんです。 

 その中に例えばジェンダーの視点、人権

の視点、そういうところが入っているのか

どうか、単純に数学を教える、算数を教え

るのではなくて、ある意味では子どもと向

き合うための素地となるような様々なもの

をちゃんと注入してここに参加しているの

か、私、すごい気になっているので、どん
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なこと、事前指導教育をやっているのか、

もし学生が来たら聞いてみたい気はします。 

 やっぱり持っている学生と持ってない学

生は全然違うと思います。多分子どもたち

と接して。ただ、よく遊んでくれるお兄ち

ゃんとかお姉ちゃんというのではなくて、

やはりいろいろとこの子にとってはどんな

支援が必要なんだろうと常に考えながら、

その子を導いてあげられる人は限られると

思うので、そういう意味では大学生自身の

背景とか、どんなものを持っているのかと

いうのはちょっと気になるところではあり

ます。 

 あるいは正規の職員がやっているのか、

それとも本当にバイトの学生がやっている

のかでかなり変わってくるし。専攻なんか

も結構重要ですよ。教育学部とか、そうい

った社会的な貧困について学んでいるよう

な者、そういう学生とそうじゃない学生で

もかなり変わってくる。 

 それから、もう一つは、足立区について

の理解がどれだけあるかとちょっと聞いて

みたい気がします。だから、学生が地元の

子なのか、アルバイト、ボランティア、そ

れとも足立区というものはほかの区とそん

なに変わらずに来ていて、それだと区とし

て団体を委託しているわけですけれども、

やはり区のことをちょっと知ってくる学生

と全く知らずに来る学生ではかなり違う。 

 もっと言えば、細かな地域があるので、

梅島とか竹の塚とか、そのあたりの地域の

状況、これをどのぐらい学生たち、スタッ

フが勉強しているのか、知っているのか、

このあたりもちょっと聞いてみたい気がし

ます、来た方に。 

 これは足立区って関わらないとよく分か

らないです。外から見ているだけだと。僕

から言うのもなんですけれど。僕も足立区

とずっと関わってきてある程度足立区とい

うのはこういう区なんだと分かって、外か

ら見ている足立区とまたそこに住んでいら

っしゃる方とまた違いますし、この間、足

立区はかなり変わってきたという評価もあ

りますけれども、実際にどういう評価をお

持ちなのかというのはちょっと聞いてみた

いです。 

 結構ステレオタイプに言ってくる学生も

いますからね。足立区っていうと、そうで

すね、貧困ですよねとか。犯罪が多いんで

すよねみたいなことを言ってくるんですけ

れども、実際にそんな感じではないので、

今、足立区は。そのあたりの理解をちょっ

と聞いてみたい。 

（水野委員） 

 水野です。 

 今は夜間のほうの学習支援のほうの聞き

取りという話だと思うんですけれども、や

はり不登校のほうの支援の保護者のほうが、

学習支援って、保護者が子どもに勉強をさ

せようと思って申し込んで行っている家庭

が多いと思うので、やはり不登校で本当に

困って、こちらに行かせているというのと

はまたちょっと家庭の背景とまた子どもた

ちの状況も違ってくるのかなと思います。 

 私も知り合いにはカタリバさんやキッズ

ドアに行っている中で、ひとり親で、また

生活保護も受けていて、お母さんも病気を

持っていて、そういう何重もの複合的な苦

労をされている方で、やっと学校からじゃ

なくてほかのルートで支援につながったと

いうところもあるので、できればこの不登

校のほうの家庭、ひとり親とかこういう男

女共同参画の視点からいけば不登校のほう

の実態を見てもらったほうが私はいいのか

なという考えはあるんですけれども、そう

いう中でどういうふうに支援につながった
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のかやはり学習支援というのは保護者が申

し込むほうが多いですけれども、不登校の

ほうはやっぱりどういうルートでつながっ

たのかというのはすごく気になるところで

す。 

 やはりＤＶ、ひとり親、また病気を持っ

ているという家庭の背景も内藤先生はおっ

しゃっていましたけれども、そういったと

ころもやはり気になります。 

 子どもの状況でもやはりいろいろな病気

をお持ちのお子さん、診断されているお子

さんもいらっしゃるので、そういう子が通

っているのか、またそういう子への支援と

いうのも気になります。 

 私が行ったときはちょうど中学を卒業し

た子たちが来ていたんですけど、本当にギ

ャルという感じの、爪がばっと伸びて金髪

でという子たちが何人か一緒に、横のつな

がりで仲よくなって、居場所になっていて

もう本当によく通ってくるということで、

トー横に行かないで済んでいるのかなとい

う、そういういい意味で勉強だけではなく

て、そういう支援にもつながっているのか

なと思いました。 

 そういった意味で子どもの背景だとか、

保護者の背景、どういうふうに支援につな

がったのかというこの３点も、不登校のほ

うの関係でも伺いたいなと思いました。 

（内藤副委員長） 

 今の同じことなんですけれども、やはり

お母さんのひとり親家庭で、女子のお子さ

んの場合、性産業に、母親と同じように入

っていかないということが、負の連鎖を断

ち切るということの１つのあれでもありま

すので、そういうことが今回のヒアリング

で、ちょっと見えづらい、そこにやれてい

る家庭ではないかもしれないけれども、そ

ういった視点も重要かなというふうに思い

ます。 

（石阪委員長） 

 今、お話がありましたとおり、できれば

不登校の、就学支援というのは放課後のほ

うになりますけれども、もしカタリバ、キ

ッズドアが可能であれば、そういった昼間

の事業のほう、これもある程度お答えでき

るような方をお呼びしたいというところが

あります。 

 ちょっとよく分からないですみたいなの

だと、これは可能なのかな。 

（依田部長） 

 所管課に調整してみます。 

（片野委員） 

 どちらかというと、水野先生がおっしゃ

ったとおりで、やっぱり不登校になる子、

本人がそういう生得的なものを持っている

子、貧困かそうでないかというのもありま

すけれども、私が担当している生徒たちは、

母子家庭の子が多いです。何らかしら要因

はあると感じています。子どもが学校に行

かなくなってお母さんも仕事を辞めなくて

はいけない状態になって、昼間どうにかし

てほしいという、でも学校は行けない。そ

ういうニーズの受け皿になっていると思い

ます。居場所に行きながら、また学校に戻

ってくるというルートの子もいます。 

（杉本委員） 

 また、その流れでいきますと、足立区は

まさにＬ・ソフィアもそうなんですけれど

も、公共施設、オープンスペース、子ども

たちの居場所をつくっています。お帰りに

なるときに見られたら分かると思うんです

けれども、入ったところのテーブルとか置

いてあって、今日、来たときも子どもたち

がいっぱいいたのをご覧になりましたか。 

 あれは子どもたちは別にひとり親だろう

が、誰だろうが好きに集まっていいよとい
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って、その子どもたちのためにつくってい

るフリースペースなんです。今の不登校の

話もそうだし、居場所を兼ねた学習支援も

そうなんですけれども、夕方のほうもそう

なんですけれども、今回、カタリバとキッ

ズドア両方を呼んで話を聞くのはやったほ

うがいいのはもちろんなんですけれども、

一番見落としがちなのは多分そういう自由

にどうぞといって、区のほうもそこまで名

簿とか管理していないようなところに来て

いる子も一定数絶対いるはずなんです。お

母さんが帰ってくるまではここにいよう、

いわゆる施設的なところとかに行きたくな

いと思う。 

 特に不登校の子もそうだし、不登校で学

校に通ってないけど、親が帰ってくるまで

そこにいようという子もいるところもある

と思うので、そういった意味でひとり親家

庭の支援という点で、こういう区がやって

いる政策というのは華々しくやっているの

は目立つんですけれども、そうではない光

が当たってない子たちが結構一定数いるん

じゃないかというのは前から自分の中では

課題意識を持っていて、ただ調査のしよう

がないんです。 

 なので、だからそういった点も留意すべ

きではないかというのはちょっと皆さんに

もぜひ知ってもらいたいなと思って、ちょ

っと補足させてください。 

（ぬかが委員） 

 ちょっと１点だけ。 

 不登校のほうが深刻だと、私、どっちも

だと思うので、というのは多分、水野さん

とか議員になって２期、後からできたのが

不登校の支援で、そっちを見に行った人が

多いんですよ。夜の居場所を兼ねた学習支

援って、この名称とこの事業から見ると勉

強の支援という印象が強いと思うんだけれ

ども、もともと貧困の連鎖を断ち切るとい

う目的からスタートしているので、圧倒的

にネグレクトの方が多いんですよ。 

 つまり親は申し込むどころじゃない。そ

れこそさっきのシャットアウトじゃないけ

ど。だけど学校なりどこかで見つけてつな

がって行ってみない、といってつながって

いるから本当に帰る場所がなかったり、帰

りたがらない。本当にそういうお子さんが

やはり夜のほうで見に行くとたくさんいる

ので、どっちがじゃなくて、どっちも大事

なので両方聞けるようにお願いしたいと思

います。 

（石阪委員長） 

 ということですので、今、皆さんからい

ただいたご意見、それを踏まえて、ちょっ

と質問については私のほうで事務局と相談

してつくり上げたいと思いますので、こち

らについては一任させていただくというこ

とでよろしいでしょうか。もちろん当日は

皆さんご自由に発言できますから、そこで

またご質問していただくことは十分可能で

すので、そういう形にさせていただきます。 

 

５ 令和６年度足立区男女共同参画プラザ

委託講座評価について 

（石阪委員長） 

 それでは、５番目、令和６年度足立区男

女共同参画プラザ委託講座評価について、

こちらについては委託講座、これをこれま

で皆さん全員で、多分皆さん１回は必ずや

っていらっしゃいますか、委託講座という

のはね。 

 上半期と下半期、分けて委託の講座を評

価していただくということをこれまでして

いました。ただ、これは全員が参加という

ことになりますと、十数人が点数を出して

評価をするとこれまでやってきたんですが、
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これはほかの委託関係の様々な審査機関を

見ると一番多いところで６人、少ないとこ

ろだと３人くらいでやっているというケー

スが多い。これは15人がわざわざ集まって

やっていただくというのは、どうなのかと

いうふうにちょっと思いまして、ここだけ

なんですね。逆に言うと十数人集まってや

るのは。 

 ですので、これは１つ提案なんですけれ

ども、実は足立区のこの男女共同参画推進

委員会の規則の中に、第６条第１項という

ところで、小委員会というのを開設するこ

とが可能である。こういうものがあります。

ですので、審査については別途この小委員

会を組織して、その中でやる。簡単に言う

とこのメンバーの中から選定させていただ

いて、そのメンバーの中で審査をやったほ

うが効率的なのではないかというような考

えがあります。 

 ですので、15人でやるか５人でやるかの

違いなんですけれども、皆さんお忙しい中

集まってやるというよりは、専門委員会の

ようなものをつくるという考えをちょっと

ここでご提案したいと思います。 

 ただ、前回、ご議論いただいたり、その

後に事務局からヒアリングをしていただい

たところで、やはり審査に全員が関わった

ほうがいいのではないかという意見もあり

ます。というのはどういうことかというと、

やはりここで今までこういったチラシを全

部見て評価もしてきたという経緯があるの

で、これは私からの提案でもあるんですが、

小委員会の中で全てをやるのではなくて、

この委員会でもお諮りしたい、皆さんにご

議論いただく場は設けたほうがいいだろう

と。 

 実際に講座についてはこういう講座をや

っています。実際にどれぐらい集まったと

いう意見をいただいて、これはあくまで皆

さんには評価していただかないですけれど

も、ご議論はそこでしていただく。意見は

出していただく。改めてその意見をもって

小委員会のほうで評価するという２段階方

式を取るのが私はいいのではないかと思っ

たんですが、このやり方についてもし何か

皆さんご意見があれば、いかがでしょうか。

皆さん全員でやっていたんですけれども。

意見聴取の場というのはこちらの委員会で

引き続き行います。ただ点数をつけて評点

をつけて実際に審査をするというのは小委

員会のほうで組織してやるということで、

どうですか。 

 杉本さん、何か。 

（杉本委員） 

 小委員会というスタイルは賛成、やぶさ

かではないんですけれども、今、定期的に

皆さんこうやって全員集まってもらってい

ますよね。そのほかに別日を設けて小委員

会、そこで評価の委員会、別の小委員会と

いう会議を別日で設定するということです

か。 

（石阪委員長） 

 具体的にはどうするかというのはちょっ

とまだこれから検討なんですけれども。１

つの案としては例えばこういった会議をこ

こでやった後に小委員会のメンバーだけ残

ってそこから審査をやるというのも１つで

すし、場合によっては年度末ということも

あるので、別日、恐らくこの会議は２月ぐ

らいで終わりなんです。１月、２月ぐらい

で終わってしまうので、本来だと３月にも

う一回今までだと会議を開くみたいなこと

をやらなきゃいけなんですが、その手間を

考えると、３月皆さんはお忙しいこともあ

るので、小委員会だけを３月に開くという

こともできなくはないだろうと。 
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 これはどうですか。手間になるというこ

と、要するに２度開くと、そういうことで

すよね。 

（杉本委員） 

 別にそれで構わないんですけど、せっか

くみんないるときにやるのであればみんな

でやればいいんじゃないかと、それだけの

話で、例えば今日みたいに集まって、終わ

った後に小委員会の人だけ残ってください

というのであれば、変な話なんですけれど

も、毎回この会議２時間あって、今までは

その２時間の中でできていたわけですよね。 

 というところで考えれば、別日にどうし

ても設定するということであれば小委員会

でもいいかなと思うんですけれども、この

同じ日でやるとか、この時間内で小委員会

の人だけ残って、ほかの人は１回外に出て

くださいというのは合理的ではないのかな

と。やはり評価するというのは多様な視点、

多様な目があったほうが絶対評価としては

より、人数多いほうが評価はいいという評

価をするべきだと思うので、その点に関し

てはどうかなという気はします。 

（石阪委員長） 

 そうですね。１つはやり方の問題ですよ

ね。例えば全員が集まる機会があって、そ

こでやるということを今までやっていたん

ですけれども、１つ大きな問題は３月の問

題です。こちらについてはなかなか難しい

面もあるので、開催すると今度は定足数の

問題が出てくる。さらにそれだけのために

例えば30分集まっていただくということも

含めて結構大変、事務局も含めて大変なの

かなという配慮もあります。それだったら

小委員会という形で統一してやるというの

も１つの案なのかなと。それはあくまで私

の考え、提案でありますので。 

 ただ、皆さんやはり意見を出していただ

くとか、評価に関わる意見、これを提案し

ていただくというところはやはり担保しな

ければいけないというふうに思いますので、

例えばこういった時間を利用して皆さんか

らご意見をいただくことは引き続きさせて

いただきますけれども、いわゆる評価とか

審査、これは小委員会のほうでというのは

提案になります。 

 ということですので、こちらについてま

ず皆さんからご意見をいただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。全員でという

ことも５段階をつけるというのは今までど

おりやってきたのでもいいんですけれども、

やはり年度末ということもあります。です

ので、もし皆さんの合意が得られればこの

小委員会をつくって、そちらのほうで評価

だけをさせていただきます。今までどおり

引き続き委員会の中で皆さんからご意見を

いただくという場を設けさせていただくと

いうことは引き続き続けていきたいと思い

ます。 

（依田部長） 

 地域のちから推進部長の依田でございま

す。 

 事務局として思っているのは、以前はこ

のチラシだけで評価をしていて、チラシだ

けでは分からないというご意見をたくさん

いただいて、事業者の方に来ていただいて、

聞き取り調査という話になったんですけれ

ども、15人対２人というのが適切な人数な

のか、プレッシャーとしてどうなのかとい

うところも含めてご判断をいただければと

思っております。 

（石阪委員長） 

 部長とはいろいろと会議でも一緒になる

んですが、多くても大体５人くらい。 

（依田部長） 

 ５人、６人がいいところだと。 
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（石阪委員長） 

 足立区は大体ほとんどがそうなんですね。

だから、プレッシャーがあるということも

あると思います。確かに十数人が前で次か

ら次へと質問が来るという。 

 私も幾つか出させてもらっている経験が

あるんですけれども、一番多くても５人、

少ないときだと３人、２人。 

（内藤副委員長） 

 以前は郵便で。 

（石阪委員長） 

 １回ありました。書面でやったときが。 

（依田部長） 

 コロナか何かのときですかね。 

（内藤副委員長） 

 そういう特別な措置だったんですね。 

 郵送されて、自分で記入して、郵送とか

メールで。そこから始まったので、そうい

うものかと思っていました。 

 事務局、いろいろなことをやっていただ

いているので、事務局の手間がなるべく少

なく、そしてパフォーマンスが高いものを

選ぶといいのかなと思うんですけれども、

事務局としては何が一番楽というかいいで

すか。 

 会議を別途３月みたいにやるというと、

それは１つ手間ですよね、15人でやると。

だけど小委員会なら大丈夫な感じですか。

それとも郵便というやり方があるんですか。 

（依田部長） 

 事務局としては手間暇というよりかは適

正な評価がされていましたかというところ

に重きを置きたくて、ここはちょっとあれ

ですけど、自分なんかは区役所にいて立っ

ているだけで怖いと言われる人間なので、

やはり評価の方法が適切でしたかと言われ

ると、以前、紙で見ていただいただけだと

どうなんですかというご意見があったよう

に、じゃあ面接を入れますかといって面接

を入れたときに、今の人数が圧力になっち

ゃったんですと言われると、それはちょっ

と困るなと思っています。 

 委員の皆様でご議論いただいて様々検討

の俎上に上がっていいと思うんですが、私

どもとしては適正な評価でしたかと後で問

題提起されないような評価をしていただけ

ればと思っています。 

（内藤副委員長） 

 ありがとうございます。ということは事

業者さんを呼んでお話を聞くスタイルは維

持という方向ですね。 

（依田部長） 

 それがいいと思います。 

（内藤副委員長） 

 なるほど、了解です。 

（石阪委員長） 

 形式自体はそういう形で事業者さんがい

る、プレゼンをする、それについて質疑応

答があるという形になると思いますけれど

も、それを15人でやるか５人以下でやるか、

その違いなんですが、今あった事務局の手

間よりもむしろプロセスの適正、きちんと

ちゃんと審査しましたというところが大事

なので、ですので２段階方式というのを私

はちょっと押しているんですけれども、皆

さんからも意見を当然いただきます。皆さ

んの意見を踏まえて、選ばれた小委員会の

中でそういった質問や意見をそこで反映さ

せる。今までのように皆さんにお集まりい

ただいて、時間を割くという俗に言う手間

ですね、こちらについては縮減できるとい

う、そういう形なんですね。 

 つまり今決めておかないと、これから恐

らく秋と春にかけて審査がありますので、

これをどうするかということにつながるん

ですが、いかがでしょうか。ほかにもしご
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意見があればということですが。 

（ぬかが委員） 

 私は最初に課長にちょっと事前にその話

を聞いたときに、私も去年講座評価をやら

せていただいて、やはり参加してないと分

からないと思うから、一生懸命参加するよ

うになったわけですよ。それなのに意見も

言えないのなんていう話をして、そういう

中でかどうかは別としても、つまり審議会

の中で２段階評価ということで意見を出す

場をきちんと保証しようということであれ

ば、それでいいなというふうには思ってい

ます。 

 ちょっとなぜ５人に絞るのかという理由

が分かりづらいというところはもうちょっ

と明確にするべきじゃないかというふうに

思っています。 

 といいますのは、私たち事前にあれした

ときに、もっとぶっちゃけた話で言うと、

議員がいるといろいろ、要は癒着じゃない

けど、そういうような疑念を抱かれるみた

いなことを言われて、そんな存在だと思っ

てほしくないみたいな思いも出てくるわけ

ですよ。 

 そうではなくて、誰を入れるか入れない

かは後の問題として、通常やはり２人なり

何人かを呼んだときに、圧迫面接みたいに

十何人にするんじゃなくて、２対せいぜい

５くらいの形で話が聞けるようにしたいと

か。そういう理由でやるということで、そ

こは明確にしていただきたいと思います。 

（依田部長） 

 事前に課長のほうでご説明した際に不適

切な発言があったことについてはお詫びを

いたします。すみません。 

 自分自身も日暮里・舎人線の担当をやっ

ていたときとかに、こっちが五、六人で、

100人くらいいらっしゃって、ずっとわって

言われるともうひゅうとなっていっちゃう

わけです。ですので、先ほどぬかが委員の

ほうからもご発言いただきましたけれども、

やはり圧迫面接ですかと言われないような

人数と思うと、５人か６人かその程度です

よねとは思っています。 

 やはり15対２とかというと、自分が逆に

立場だと結構しんどいかなと思ったりもし

ますので、事務局として懸念材料としては

その辺です。 

（杉本委員） 

 今、言ったように、小委員会で、５人で

評価するのは構わないですけれども、結局

我々も意見を聞くとか、そういう話をする

のであれば結局我々も今回やっている業者

さんの話を聞く場がないといずれにせよ分

からないじゃないですか。ということは、

その場で15人は評価はしないけれども、２

人とか３人が来たところで、２対15という

このシチュエーションは絶対発生するわけ

ですよね、いずれにせよ。 

（石阪委員長） 

 そうですね。 

 恐らくですけれども、ここの場で議論す

るときは多分その２名はいらっしゃらない。

恐らく講座のこのチラシとあと……。 

（杉本委員） 

 我々は本人たちからのプレゼンは聞けな

い。 

（石阪委員長） 

 そういうことになります。 

（杉本委員） 

 小委員会だけが聞く。例えば地域に役所

の人が行って、100人の前でプレゼンするの

と違って、これの場合は我々のほうではい

ろいろ話し合って、区のほうの施策として

区のいわゆる税金、公金を投入してその業

者の人たちに委託してやってもらうものな
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ので、向こうは区のお金をもらってやる立

場なんだから、逆に言うとそこはより厳密

にやらなきゃいけない、逆に審査を甘くす

る理由というというのは僕からしたら逆に

理解に苦しむところで。 

（石阪委員長） 

 甘くしているわけでは別にないです。 

（杉本委員） 

 もちろん。圧迫面接になるから、おじけ

づいちゃうというのは、逆に言うと、何で

業者のほうに皆さんが気を遣うのかという

疑念が今度わいてくるということです。 

（片野委員） 

 福祉施設の評価などをやらせていただい

ていますけれど、視察に行った数日後に事

業者との面談があります。事業者と評価委

員は３対６ぐらいですね。あとは周りに事

務局の方がいる状況です。 

 私、いつも思うのですが、足を運ばない

自分もいけないのですが、見ないで評価、

参加してないで評価している状態なので、

もう少し講座の内容について具体的に業者

の方にプレゼンしていただく時間があれば

と思っています。 

（石阪委員長） 

 確かに、行ってないのに評価するという

のは難しいですね。 

（片野委員） 

 難しいですよ。 

（石阪委員長） 

 本当はちゃんと行って、それで実際に自

分はどうだったかという、それは非常に実

感としては大事ですし、難しいですね。 

 そうなってくると、今のご意見だとたく

さんの中で圧迫のような形でやるというの

はやはり向こうにはプレッシャーになると。 

 ただ、杉本さんいわく、それも１つの試

練だと、逆に言えばそれが区として事業に

関わる以上はそれぐらいやってもいいんじ

ゃないかというご意見もありました。 

 市川さん。 

（市川委員） 

 今まで十何人でやっていて、それでこう

いうところが課題じゃないかという意見が

出たから、取りあえず、じゃあ出た意見に

対して５、６人でやりましょうかというの

を１回やってみて、それでやっぱり十何人

のほうがよかったよね、というのか。やっ

ぱりほかのところでもやっているように、

５、６人でもいいのか、というのを決めた

ほうが、結局は今までは十何人でやってい

るだけしか我々は知らないですから。反対

にやってみたら結構よかったよというのが

出るのか。いや、いや、やったらやっぱり

課題がいっぱいあって面倒くさいね、と言

って、元に戻すのかはそのときに１回決め

てみたらいいんじゃないかなって思いまし

た。 

（石阪委員長） 

 非常にまとめていただくようなご意見、

ありがとうございます。 

 確かにやってみないと分からないという

側面がありますので、市川さんのご意見に

賛同いただけるようでしたら、一旦今期に

ついては小委員会を、ちょうど規定がたま

たまありましたので、これにのっとって設

置させていただいて、委員長のほうで選定

となっていますので、私のほうでちょっと

選びます。なるべく多様性を配慮する形で。

一回やってみて、上半期、下半期、次年度

もう一回ちょっと改めて検証するという形

にしていきたいと思います。 

 これは皆様にお約束しますので、一旦こ

れをやってみて、次年度以降またそれを続

けるかどうか、それはまた皆さんに審議を

諮る。と同時に、プロセスとしては恐らく
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上半期は秋に１回やらなければいけないと

いうこともありますから、２段階方式と言

いましたけれども、皆さんからご意見をい

ただく場、あるいは皆さんの意見いただく

場というのは改めてこの定例の会議の中で

設けさせていただいて、それとは別の時間

帯で小委員会を開催してやる。同じ日にな

るのか、別日になるのかはちょっと分かり

ません、ちょっと調整してみないと分から

ないということです。 

 こちらについてはちょっと今年度につい

てはそういう形で進めさせていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

 小委員会のメンバーについても私のほう

にご一任ということで、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、用意された事項については以

上となります。 

 

６ 事務連絡 

（石阪委員長） 

 最後は事務連絡ということになりますが、

事務のほうからいかがでしょうか。 

（柏村主査） 

 多様性社会推進課、柏村です。 

 私のほうから２点、ご案内がございます。 

 まず、１点目が今後のイベント、講座に

ついてです。資料の中にチラシを入れさせ

ていただいております。 

 上から順に、９月19日木曜日開催のオン

ラインセミナー、「すべての従業員が働き

やすい！ダイバーシティ経営のヒント」。 

 ９月30日月曜日開催のオンラインセミナ

ー「産婦人科YouTubeクリエイターに学ぶお

となの性教育」。 

 10月20日日曜日と27日日曜日の２回連続

講座「困った会議、みんなで変えてみませ

んか？職場で、地域で使える会議術」。 

 以上３枚が新規にご案内する講座となり

ます。 

 その下にあります８月31日土曜日開催の

オンライン講座「先輩に聞いてみよう男性

育休のリアル」は第２回推進委員会で既に

ご案内済みの講座となっておりますが、申

込状況が芳しくないため、委員の皆様によ

るご参加とお知り合いの方へのお声かけの

お願いとなります。 

 全て申込受付中の講座となっております

ので、参加ご希望される方は会議終了後に、

事務局までお声かけをお願いします。 

 ２点目が皆様の机にお配りしましたファ

イルに口座振替依頼書が入っております。

本日の日付とご住所、お名前、そして一番

下にお名前をもう一度ご記入ください。ご

記入いただきましたら会議終了後に事務局

までお帰りの際にご提出をお願いいたしま

す。 

 また、本日、オンラインでご参加いただ

いております國府田委員におかれましては、

事前に返信用封筒と依頼書を送付させてい

ただいておりますので、期日までにご返信

をお願いいたします。 

 当日ご出席いただいた全委員分の書類が

そろい次第の財務処理となりますので、必

ず期日までのご返送をお願いいたします。 

 私からは以上です。 

（石阪委員長） 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 次、次回ですけれども、これはもう決ま

っていましたか。 

 次回の情報だけいいですか。 

（柏村主査） 

 次回なんですけれども、11月27日の水曜

日になります。また、次回もオンライン開

催と対面での開催と選べるような形にご案

内させていただこうと思いますので、もし
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オンラインをご選択される場合には必ず期

日までにご回答をお願いいたします。 

 本日はちょっと音声の関係で不手際もあ

りご迷惑をおかけいたしました。 

（石阪委員長） 

 それでは、委員の皆さんから何かありま

すでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、本日の会

議を終了とさせていただきます。 

 國府田さん、どうもありがとうございま

した。 

（國府田委員） 

 ありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 皆さんも、ご協力、どうもありがとうご

ざいました。 


